
○小児慢性特定疾病医療費助成制度と地方単独医療費助成制度（こども医療・障がい者

医療等）との給付関係について 

 

 

小児慢性特定疾病医療受給者証（月額自己負担上限額 5,000円）とこども医療費助成の 

医療証をお持ちの方が、同じ月に 2日受診した場合の例 

【1日目の受診 医療費：5万円】 

0円 500円  5,000円  1万円  1.5万円    5万円 

                

 患者 こども医療 小児慢性特定疾病 保険給付  

        （2割）  （3割）      

【2日目の受診 医療費：2万円】 

0円     4,000円  6,000円    2万円 

                

 小児慢性特定疾病 保険給付  

        （2割）  （3割）      

※1日目の受診で月額自己負担上限額まで達しているため、2日目の患者負担はなし。 


